
道
路
標
識
、
区
画
線
及
び
道
路
標
示
に
関
す
る
命
令
の
一
部
を
改
正
す
る
命
令
案
新
旧
対
照
条
文

○

道
路
標
識
、
区
画
線
及
び
道
路
標
示
に
関
す
る
命
令
（
昭
和
三
十
五
年
総
理
府
令
・
建
設
省
令
第
三
号
）

改

正

後

改

正

前

別
表
第
一
（
第
二
条
関
係
）

別
表
第
一
（
第
二
条
関
係
）

案
内
標
識

案
内
標
識

［
略
］

［
同
上
］

警
戒
標
識

警
戒
標
識

［
略
］

［
同
上
］

規
制
標
識

規
制
標
識

種

類

番

号

表

示

す

る

意

味

設

置

場

所

種

類

番

号

表

示

す

る

意

味

設

置

場

所

［
略
］

［
同
上
］

道
路
法
第
四
十
六
条
第
一

車
両
及
び
路
面
電
車
が
徐

道
路
法
第
四
十
六
条
第
一

車
両
及
び
路
面
電
車
が
徐

項
若
し
く
は
第
四
十
七
条

行
す
べ
き
こ
と
を
指
定
す

項
若
し
く
は
第
四
十
七
条

行
す
べ
き
こ
と
を
指
定
す

第
三
項
若
し
く
は
車
両
制

る
道
路
の
区
間
又
は
場
所

第
三
項
若
し
く
は
車
両
制

る
道
路
の
区
間
又
は
場
所

限
令
第
十
条
の
規
定
に
基

の
前
面
及
び
道
路
の
区
間

限
令
第
十
条
の
規
定
に
基

の
前
面
及
び
道
路
の
区
間

徐

行

づ
き
、
又
は
交
通
法
第
四

又
は
場
所
内
の
必
要
な
地

徐

行

づ
き
、
又
は
交
通
法
第
四

又
は
場
所
内
の
必
要
な
地

十
二
条
の
道
路
標
識
に
よ

点
に
お
け
る
左
側
の
路
端

十
二
条
の
道
路
標
識
に
よ

点
に
お
け
る
左
側
の
路
端

り
、
車
両
及
び
路
面
電
車

り
、
車
両
及
び
路
面
電
車

が
徐
行
す
べ
き
こ
と
を
指

が
徐
行
す
べ
き
こ
と
を
指

定
す
る
こ
と
。

定
す
る
こ
と
。

交
通
法
第
三
十
六
条
第
二

優
先
道
路
と
交
差
す
る
道

交
通
法
第
三
十
六
条
第
二

優
先
道
路
と
交
差
す
る
道

前

方

項
の
道
路
標
識
に
よ
り
、

路
の
手
前
の
必
要
な
地
点

前

方

項
の
道
路
標
識
に
よ
り
、

路
の
手
前
の
必
要
な
地
点

優

先

当
該
道
路
と
交
差
す
る
前

に
お
け
る
左
側
の
路
端

優

先

当
該
道
路
と
交
差
す
る
前

に
お
け
る
左
側
の
路
端

道

路

方
の
道
路
を
優
先
道
路
と

道

路

方
の
道
路
を
優
先
道
路
と

（329―Ａ・Ｂ）9の２―Ａ・Ｂ）

（329）（329の２）



し
て
指
定
す
る
こ
と
。

し
て
指
定
す
る
こ
と
。

交
通
法
第
四
十
三
条
の
道

車
両
及
び
路
面
電
車
が
一

交
通
法
第
四
十
三
条
の
道

車
両
及
び
路
面
電
車
が
一

路
標
識
に
よ
り
、
交
通
整

時
停
止
す
べ
き
こ
と
を
指

路
標
識
に
よ
り
、
交
通
整

時
停
止
す
べ
き
こ
と
を
指

理
が
行
な
わ
れ
て
い
な
い

定
す
る
交
差
点
又
は
そ
の

理
が
行
な
わ
れ
て
い
な
い

定
す
る
交
差
点
又
は
そ
の

一

時

交
差
点
又
は
そ
の
手
前
の

手
前
の
直
近
の
必
要
な
地

一

時

交
差
点
又
は
そ
の
手
前
の

手
前
の
直
近
の
必
要
な
地

停

止

直
近
に
お
い
て
、
車
両
及

点
に
お
け
る
路
端

停

止

直
近
に
お
い
て
、
車
両
及

点
に
お
け
る
路
端

び
路
面
電
車
が
一
時
停
止

び
路
面
電
車
が
一
時
停
止

す
べ
き
こ
と
を
指
定
す
る

す
べ
き
こ
と
を
指
定
す
る

こ
と
。

こ
と
。

［
略
］

［
同
上
］

指
示
標
識

指
示
標
識

［
略
］

［
同
上
］

補
助
標
識

補
助
標
識

［
略
］

［
同
上
］

備
考

備
考

［
略
］

［
同
上
］

別
表
第
二
（
第
三
条
関
係
）

別
表
第
二
（
第
三
条
関
係
）

案
内
標
識

案
内
標
識

［
略
］

［
同
上
］

警
戒
標
識

警
戒
標
識

［
略
］

［
同
上
］

規
制
標
識

規
制
標
識

［
略
］

［
同
上
］

（330）
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徐

行

徐

行

徐

行

前

方

優

先

道

路

前

方

優

先

道

路

前

方

優

先

道

路

一

時

停

止

一

時

停

止

一

時

停

止

（329の２―Ａ）（329―Ａ）

（329）（330）

（329―Ｂ）（329の２―Ｂ）

（330―Ａ）

（330―Ｂ）

（329の２）



［
略
］

［
同
上
］

指
示
標
識

指
示
標
識

［
略
］

［
同
上
］

補
助
標
識

補
助
標
識

［
略
］

［
同
上
］

備
考

備
考

［
略
］

［
同
上
］

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。


